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武蔵村山市地域公共交通会議設置要綱 

 

平成２３年３月３０日 

訓令（乙）第１３号 

改正 平成２５年６月１７日 

訓令（乙）第１０９号 

 

 （設置） 

第１条 地域における需要に応じた市民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確

保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現

に必要となる事項を協議するため、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省

令第７５号）第９条の２に規定する地域公共交通会議として、武蔵村山市地

域公共交通会議（以下「交通会議」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 

⑴ 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃等に関すること。 

⑵ 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。 

⑶ その他交通会議が必要と認めること。 

（組織） 

第３条 交通会議は、委員１９人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

⑴ 次に掲げるところにより市長が委嘱する者 

ア 学識経験者 １人 

イ 公募による市民 ４人以内 

ウ 利用者の代表者 ４人以内 

エ 国土交通省関東運輸局の職員 １人 

オ 一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者 ３人以内 

カ 一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者 ２人以内 

キ 一般社団法人東京バス協会の代表者 １人 

ク 一般乗合旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団

体の代表者 １人 

ケ 警視庁東大和警察署の職員 １人 

⑵ 市長又はその指名する者 １人 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 
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２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 交通会議に、会長及び副会長１人を置く。 

２ 会長は第３条第２項第１号アに掲げる者である委員をもって充て、副会長

は委員の互選により選任する。 

３ 会長は、交通会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 交通会議は、会長が招集する。ただし、最初の会議は、市長が招集す

る。 

２ 交通会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 交通会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会

長の決するところによる。 

 （協議結果の取扱い） 

第７条 交通会議において協議が調った事項については、関係者は、その結果

を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

（庶務） 

第８条 交通会議の庶務は、都市整備部都市計画課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、

会長が交通会議に諮って定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年７月８日から施行する。 
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武蔵村山市地域公共交通会議委員名簿（平成２５年７月８日現在・敬称略） 

 

氏  名 選出区分 備考 

藤 井 敬 宏 ◎ 学識経験者 日本大学理工学部教授 

国 田 正 徳  公募による市民  

長 田 忠 志  公募による市民  

宮 田 夕美子  公募による市民  

藤 野   茂  利用者の代表者 武蔵村山市議会議員 

濱 浦 雪 代  利用者の代表者 武蔵村山市議会議員 

栗 原 明 雄  利用者の代表者 自治会連合会（残堀自治会長） 

髙 附 美代治  利用者の代表者 村山団地連合自治会長 

関 根   肇  国土交通省関東運輸局の職員 
国土交通省関東運輸局 

首席運輸企画専門官 

眞 子 武 久  
一般乗合旅客自動車運送事業者の 

代表者 

東京都交通局 

自動車部事業改善担当課長 

島 田 尚 利  
一般乗合旅客自動車運送事業者の 

代表者 

立川バス株式会社 

運輸部計画課長 

関 根 康 洋  
一般乗合旅客自動車運送事業者の 

代表者 

西武バス株式会社 

経営企画部経営企画室長 

江 郷 順 二  
一般乗用旅客自動車運送事業者の 

代表者 
さやま交通株式会社常務取締役 

吉 永 譲 二  
一般乗用旅客自動車運送事業者の 

代表者 
武陽交通有限会社本社営業所長 

若 林   淳  社団法人東京バス協会の代表者 
一般社団法人東京バス協会 

乗合業務部担当課長 

鵜 澤 健 一  

一般乗合旅客自動車運送事業者の事

業用自動車の運転者が組織する団体

の代表者 

立川バス労働組合執行委員長 

清 田   徹  警視庁東大和警察署の職員 警視庁東大和警察署交通課長 

山 﨑 泰 大  市長又はその指名する者 武蔵村山市副市長 

※ ◎は会長、○は副会長 

 

 

 



 

- 4 - 

 

武蔵村山市地域公共交通会議事務局 

 

氏  名 職   名 

比留間 多 一  企画財務部長 

新 谷 壮 明  都市整備部長 

神 子 武 己  企画政策課長 

指 田 政 明  都市計画課長 

尾 高 興 紀  企画政策課 企画政策グループ主査 

加 藤 俊 幸  都市計画課 計画グループ主査 

長 堀   武  企画政策課 企画政策グループ主任 

栗 原 克 明  都市計画課 計画グループ主任 

 

 


